
○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○補助事業の収支状況

382

27 110 55 114

出 26 89 179 114

25 169 185 115 469

279

475

24 99 223 148 470

負担金等

支 23 97 228 150

279

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

予備費 計

27 41 20 218

入 26 41 20 320 1 382

24 45 20 404 1 470

25 45 20 403 1 469

市 その他

収 23 50

　当該団体は，ユネスコ憲章の精神に基づき，市内における活動の推進を図り，国際的相
互理解と親善に努め，世界平和と人類の福祉に寄与することを目的としており，その活動
は函館市の社会教育にとっても有意義である。

　ユネスコ活動の推進により，地域の発展と世界平和に貢献している。

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

協賛金 会　費 繰越金 雑収入 計

20 404 1 1 475

団　体　名 　函館ユネスコ協会

助成の根拠規定等
・函館市補助金等交付規則

(条例・規則・要綱等)

内　　容

　函館市内および近郊の住民を対象として，普及事業，青少年育成事業，国際交流事業を
中心としたユネスコ活動を推進している。

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館ユネスコ協会補助金
開　始

昭和５４年度
年　度



○基本的視点の再チェック

※適・不適であっても，説明欄は必ず記載してください。

○財政的視点のチェック

※不適の場合は，説明欄に必ず記載してください。

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

５ 前年度繰越金は生じていないか

２ 補助金等の使途は適切である

３ 積算基準は定められている

　積算基準は定めていないことから，事業内容や収
支状況を精査するなかで，団体運営に支障を来さな
い範囲を見極め，積算基準の設定について検討して
いく。

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか

３
自主性（自主自立に向け努力している
か）

　収入のほとんどが会費であり，大幅な会員増
加が見込めないなか，各種行事経費等の見直し
を行い，効率的な運営に努めている。

４
有効性（他の手法ではなく補助するこ
とが，施策目的実現に最適か）

　団体の性質上，市が主体となって運営するこ
とはできないため，現在の方法が最適である。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　函館ユネスコ協会は，多くの市民参加のも
と，ユネスコファミリー劇場の開催や国際交流
など様々な活動を通じ，函館市の社会教育・社
会福祉を推進しており，広く市民生活の向上に
貢献している。

　①広く市民生活の向上に貢献
  する事業

　②市民ニーズが高い事業

２
必要性（補助しなければならない事業
であるか）

　法律上，ユネスコ活動は国・地方公共団体が支援
すべき旨規定されており，市の社会教育・社会福祉
の向上に貢献する当協会の円滑な運営を図るため補
助する必要がある｡

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館ユネスコ協会補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

　　　　　　　　　　　　　　※継続事業は，直近の実績　新規事業は，効果のみ記載してください。

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

平成３０年度 終期到来時に再検討 平成３０年度

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

現行のまま補助を継続
　平成２４年度，平成２６年度，平成２８年度に見直
しをした補助金であるが，補助金交付先団体の収支状
況を再確認および補助対象経費の見直しを図り，団体
の自立・補助金の圧縮を図る。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他
　平成３０年度

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館ユネスコ協会補助金

　実績報告により事業内容が補助の目的・趣旨に合致しているか確認し，効果を測定する。

　函館市および近郊の住民に対し，ユネスコ精神の普及を図った。また，国際交流事業を通じ，世界平
和に向けたユネスコ事業を推進した。
　・普及事業：「ユネスコの集い」開催，各種団体等の実施事業に対する後援など
　・青少年育成事業：「ユネスコファミリー劇場」の開催
　・国際交流事業：「留学生との交歓の集い」開催
　・各種ユネスコ大会等への参加（北海道ユネスコ大会など）


